
広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年６月29日 

広島県公安委員会 

委員長 西  野  泰  代  

広島県公安委員会規則第12号 

広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 広島県道路交通法施行細則（昭和35年広島県公安委員会規則第15号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

目次 
第１章～第４章 略 
第５章 運転免許（第12条の２－第21条の19） 
第６章 略 
附則 

 （自動車以外の車両の牽
けん

引制限） 
第９条 自動車以外の車両（トロリーバスを除 

く。）の運転者は、１台を超える車両を牽
けん

引 
してはならない。 

２ 略 
３ 原動機付自転車の運転者は、故障その他の
理由により自動車又は一般原動機付自転車(以 

下「故障車」という。)を牽
けん

引することがやむ 
を得ない場合においては、前項の規定にかか 
わらず、次の各号に定めるところによりその 

故障車を牽
けん

引することができる。 
(１)・(２) 略 

(３) 牽
けん

引する原動機付自転車と故障車の間 
の距離は、５メートルを超えないこと。 

(４) 故障車を牽
けん

引しているロープ等の見易 
い箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白 
色の布を付けること。 

４ 略 

目次 
第１章～第４章 略 
第５章 運転免許（第12条の２－第21条の18） 
第６章 略 
附則 

 （自動車以外の車両の牽
けん

引制限） 
第９条 自動車以外の車両（トロリーバスを除 

く。）の運転者は、１台をこえる車両を牽
けん

引
してはならない。 

２ 略 
３ 原動機付自転車の運転者は、故障その他の
理由により自動車又は原動機付自転車（以下 

「故障車」という。）を牽
けん

引することがやむを 
得ない場合においては、前項の規定にかかわ 
らず、次の各号に定めるところによりその故 

障車を牽
けん

引することができる。 
(１)・(２) 略 

(３) 牽
けん

引する原動機付自転車と故障車の間 
の距離は、５メートルをこえないこと。 

(４) 故障車を牽
けん

引しているロープ等の見易 
い箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白 
色の布をつけること。 

４ 略 

 （道路の使用の許可） 
第12条 法第77条第１項第４号の規定により署
長の許可を受けなければならない行為は、次
の各号に掲げるもの（公職選挙法の規定に基
づく選挙運動又は政治活動として行われる第
２号、第４号及び第６号から第９号までの行
為を除く。)とする。 
(１)～(９) 略 
(10) 道路において、次のアからウまでのい
ずれかに該当する実証実験をすること。
ア・イ 略

 （道路の使用の許可） 
第12条 法第77条第１項第４号の規定により署
長の許可を受けなければならない行為は、次
の各号に掲げるもの（公職選挙法の規定に基
づく選挙運動又は政治活動として行われる第
２号、第４号及び第６号から第９号までの行
為を除く。)とする。 
(１)～(９) 略 
(10) 道路において、次のアからウまでのい
ずれかに該当する実証実験をすること。
ア・イ 略



ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化 
のために必要な技術を用いて車両を走行 
させる実証実験 

ウ 自動車から遠隔に存在する運転者が電 
気通信技術を利用して当該自動車の運転 
操作を行うことができる自動運転技術を 
用いて自動車を走行させる実証実験 

(11) 略 
 
（運転免許受験等指定） 

第12条の２ 法第89条第１項に規定する運転免 
許試験（小型特殊自動車及び一般原動機付自 
転車の免許試験を除く。）を受けようとする者 
（法第97条の２第１項の規定により運転免許 
試験の一部を免除される者を除く。）は、別 
記様式第15号による運転免許受験指定申請書 
を交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」 
という。)又は各署長を経由して公安委員会に 
提出し、受験の日時及び場所の指定を受けな 
ければならない。 

２ 略 
 
 （特定小型原動機付自転車運転者講習） 
第21条の17 法第108条の２第１項第15号に規定
する講習（以下「特定小型原動機付自転車運
転者講習」という。）の受講命令を受けた者
は、別記様式第19号の13による特定小型原動
機付自転車運転者講習受講命令書受領書を公
安委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の受講命令を受け、特定小型原動機付
自転車運転者講習を受講しようとする者は、
受講日に、当該講習の行われる場所において
別記様式第19号の14による特定小型原動機付
自転車運転者講習受講申出書を公安委員会に
提出しなければならない。 

３ 公安委員会は、特定小型原動機付自転車運
転者講習を終えた者に対しては、別記様式第
19号の15による特定小型原動機付自転車運転
者講習終了証書を交付するものとする。 

４ 特定小型原動機付自転車運転者講習終了証
書の再交付を求める者は、公安委員会に別記
様式第19号の16による特定小型原動機付自転
車運転者講習終了証書再交付申請書を提出す
るものとする。 

 
 （自転車運転者講習） 
第21条の18 法第108条の２第１項第16号に規
定する講習（以下「自転車運転者講習」とい
う。）の受講命令を受けた者は、別記様式第
19号の17による自転車運転者講習受講命令書
受領書を公安委員会に提出しなければならな
い。 

 
２ 前項の受講命令を受け、自転車運転者講習
を受講しようとする者は、受講日に、当該講
習の行われる場所において別記様式第19号の
18による自転車運転者講習受講申出書を公安
委員会に提出しなければならない。 

(11) 略 
 
（運転免許受験等指定） 

第12条の２ 法第89条第１項に規定する運転免
許試験（小型特殊自動車及び原動機付自転車
の免許試験を除く。)を受けようとする者（法 
第97条の２第１項の規定により運転免許試験
の一部を免除される者を除く。）は、別記様
式第15号による運転免許受験指定申請書を交
通部運転免許課長（以下「運転免許課長」と
いう。）又は各署長を経由して公安委員会に
提出し、受験の日時及び場所の指定を受けな
ければならない。 

２ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （自転車運転者講習） 
第21条の17 法第108条の２第１項第15号に規定
する講習の受講命令を受け、当該講習を受講
する者は、受講日に、当該講習の行われる場
所において、別記様式第19号の13による自転
車運転者講習受講申出書を交通部交通企画課
長を経由して公安委員会に提出しなければな
らない。 

 
 
 
 
 



３ 公安委員会は、自転車運転者講習を終えた
者に対しては、別記様式第19号の19による自
転車運転者講習終了証書を交付するものとす
る。 

４ 自転車運転者講習終了証書の再交付を求め
る者は、公安委員会に別記様式第19号の20に
よる自転車運転者講習終了証書再交付申請書
を提出するものとする。 

 
 （特定任意講習） 
第21条の19 法第108条の２第２項に規定する講 
習で運転免許に係る講習等に関する規則（平 
成６年国家公安委員会規則第４号）第２条に 
定める基準に適合するもの（以下「特定任意 
講習」という。）を受講しようとする者は、 
受講日に、当該講習の行われる場所において、 
別記様式第19号の21による特定任意講習受講 
申出書を運転免許課長を経由して公安委員会 
に提出しなければならない。 

２ 略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（特定任意講習） 

第21条の18 法第108条の２第２項に規定する講
習で運転免許に係る講習等に関する規則（平
成６年国家公安委員会規則第４号）第２条に
定める基準に適合するもの（以下「特定任意
講習」という。）を受講しようとする者は、
受講日に、当該講習の行われる場所において、
別記様式第19号の14による特定任意講習受講
申出書を運転免許課長を経由して公安委員会
に提出しなければならない。 

２ 略 
  

別記様式第19号の13及び別記様式第19号の14を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第19号の13（第21条の17関係） 

 

 

 

 



様式第19号の14（第21条の17関係） 

 
別記様式第19号の14の次に次の７様式を加える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第19号の15（第21条の17関係） 

 

 

 

 



様式第19号の16（第21条の17関係） 

 

 

 



様式第19号の17（第21条の18関係） 

 

 



様式第19号の18（第21条の18関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第19号の19（第21条の18関係） 

 

 



様式第19号の20（第21条の18関係） 

 

 



様式第19号の21（第21条の19関係） 

 

   附 則 

この公安委員会規則は、令和５年７月１日から施行する。 


